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（別記様式第１号） 
 
計画作成年度 

 
令和４年度 

 
計画変更年度 

 
令和６年度 

 
計画主体 
 

 
高崎市 
 

 
 
 
 
 
 

高崎市鳥獣被害防止計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ＜連絡先＞ 
         担 当 部 署 名  高崎市農政部農林課 

               所 在 地  高崎市高松町35番地１ 

         電 話 番 号  ０２７－３２１－１２６１ 

               Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０２７－３２３－３２２４ 

         メールアドレス  nourin@city.takasaki.gunma.jp 
 
 
（注）１ 共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画

主体には（代表）と記入する。 
２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。 
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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 
 対象鳥獣 ニホンザル、イノシシ、ハクビシン、アライ

グマ、タヌキ、アナグマ、ニホンジカ、ツキ

ノワグマ、カラス、スズメ、キジバト、ドバ

ト、カモ類、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウ 

※以下、鳥類のうちカワウを除く、カラス、

スズメ、キジバト、ドバト、カモ類、ヒヨド

リ、ムクドリはカラス等と表記する。 
 計画期間 令和５年度～令和７年度 
 対象地域 高崎市内一円 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 
   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村

名を記入する。 
 
２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 
（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 
 

被害の現状 
品 目 被害数値 

ニホンザル 水稲、えだまめ、とうもろこし、

ばれいしょ 
1,558 千円 46a 

イノシシ 水稲、ブルーベリー、飼料用とう

もろこし、かぼちゃ、とうもろこ

し、ばれいしょ、さつまいも 

2,299 千円 114a 

ハクビシン なし、もも、すもも、えだまえ、

とうもろこし、野菜全般 
4,125 千円 120a 

 

アライグマ 
 

なし、もも、すもも、とうもろこ

し、えだまめ 
2,665 千円 94a 

タヌキ 
 

飼料用とうもろこし、えだまめ、

とうもろこし 
1,311 千円 55a 

 

アナグマ とうもろこし、ばれいしょ 441 千円 30a 

ニホンジカ 水稲、小麦、大豆、なし、すもも、

うめ 
3,216 千円 114a 

ツキノワグマ とうもろこし 83 千円 4a 

カラス等 水稲、なし、すもも、ほうれんそ

う、とうもろこし、えだまめ、ブ

ロッコリー 

4,453 千円 193a 

カワウ アユ、ワカサギ、ヘラブナ 鳴沢湖での糞害・食

害。 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、
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水産業に係る被害を除く。）等を記入する。 
 
（２）被害の傾向 

ニホンザル 倉渕地域では、５群(桑本 A 群、桑本 B 群、桑本 B 群分派、

月並群、月並群分派)が確認されていたが、令和４年度の調査

では、月並群分派から派生した水沼群が新たに確認された。農

作物被害金額・被害面積は縮小傾向にあるが、軋轢レベルが高

い群れでは、食害、人身被害の危険性が増加している。 

イノシシ 市内一円で掘り起こし・食害等の被害が発生している。農作

物被害金額・被害面積は縮小傾向にあるが、中山間地域では、

農作物の食害や踏み荒らし等、年間を通し被害が発生してい

る。昼間の住宅地への出没が目立ち、人身被害の危険性が増加

している。 

ハクビシン 市内全域に生息し、特産物である果樹を中心に農作物への被

害が出ている。農作物への被害のほか、住宅地を中心に家屋侵

入・汚染など生活環境被害が増加している。 

アライグマ 
 

市内全域に生息し、特産物である果樹を中心に農作物への被

害が出ている。農作物への被害のほか、住宅地を中心に家屋侵

入・汚染など生活環境被害が増加している。 

タヌキ 
 

市内全域に生息し、特産物である果樹を中心に農作物への被

害が出ている。農作物への被害のほか、住宅地を中心に家屋侵

入・汚染など生活環境被害が増加している 

アナグマ 市内全域に生息し、主に榛名地域を中心に農作物への被害が

出ている。 

ニホンジカ 市内全域に生息し、農作物被害金額・被害面積が拡大傾向に

ある。 

ツキノワグマ 主に倉渕、箕郷、榛名地域に生息し、倉渕地域を中心に農作

物被害が出ている。 

カラス等 市内全域に生息しており、農作物被害のほか、畜舎での食害

・糞害も見られる。 

カワウ 吉井町南陽台のゴルフ場と時季によっては箕郷町富岡の鳴

沢湖がねぐらとなっている。それらの個体が周辺河川・湖沼等

で淡水魚を補食しすることから、内水面漁業へ影響が出ている。

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、

被害地域の増減傾向等）等について記入する。 
   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 
 
（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 
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ニホンザル 1,558 千円  46a 1,090 千円  32a 
イノシシ 2,299 千円 114a 2,299 千円  114a 
ハクビシン 4,125 千円 120a 2,887 千円  84a 

アライグマ 2,665 千円  94a 1,865 千円  65a 

タヌキ 1,311 千円  55a 917 千円  38a 

アナグマ 441 千円  30a 308 千円  21a 

ニホンジカ 3,216 千円 114a 2,251 千円  79a 

ツキノワグマ 83 千円  4a 58 千円  2a 

カラス等 4,453 千円 193a 3,117 千円 135a 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目

標値を記入する。 
   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 
 
（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 
捕 獲 等

に 関 す

る取組 
 
 

有害鳥獣捕獲隊に加え、平成

２５年度から鳥獣被害対策実

施隊を設置し捕獲に取り組ん

でいる。 

 

１ ニホンザル 

  銃器と捕獲檻による捕獲を

行ってきた。 

 

２ イノシシ 

捕獲檻、くくりわな、銃器を

利用して有害鳥獣捕獲を行っ

てきた。捕獲個体については、

実施隊員にその処理を依頼し

ている。 

 

３ ハクビシン・アライグマ・

タヌキ・アナグマ 

毎年捕獲檻を導入し、設置箇

所を増加している。 

 

４ ニホンジカ 

 くくりわな等を利用して有

害鳥獣捕獲を行ってきた。 

狩猟者の減少・高齢化に伴う後

継者の育成・確保。 

 

 

 

食害を効果的に防げないため

に栄養状態がよく、捕獲数が繁殖

数に追いつかない。 

 

 都市部近郊での出没が増加し

ており、そういった場所での繁殖

が懸念される。 

 

 

 

 

空き家が増えることによって

ねぐらや繁殖場所が増加してい

る(アナグマは除く) 

 

  

繁殖力の強さから、今後の被害

拡大が懸念される。 
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５ カラス等 

  銃器と固定式捕獲檻、移動式

の檻を利用して捕獲を行って

きた。 

 

 

生息区域は市街地を含め全域

に広がっており、今後の被害拡大

が懸念される。 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

群馬・新町地域を除く市内全

域で、各種補助事業を活用しフ

ェンスや電気柵を設置してき

た。大規模柵については地元で

管理組合を設けて柵をメンテナ

ンスしている。 

 

ニホンザルについては、県の

協力により捕獲したメスザルに

発信器を取り付け、行動予測と

追い払いに活用している。 

継続的に適正な管理を行いつ

つ、防護柵の延長をさらに増や

し、対象鳥獣の餌場となる農地を

減らす。 

 

 

 

発信器が装着されていない群

れがあるため、行動域の把握が困

難。 

 
生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

平成２５年度から里山元気再

生事業で竹やぶ整備を補助する

ことにより、人と動物のすみわ

けを図っている。 

事業が定着し、緩衝帯形成が進

んできているものの、竹やぶや里

山の整備が必要な地域が多い。 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課

題について記入する。 
   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の

導入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。 
３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・ 

管理、追上げ・追払い活動等について記入する。 
４ 「生息環境管理その他の取組」については、緩衝帯の設置、放任果 

樹の除去、鳥獣の習性、被害防止技術等に関する知識の普及等につい 
て記入する。 

 
（５）今後の取組方針 

野生鳥獣による農作物に対する被害は、住宅地や市街地近郊まで拡大する傾向に

あることから、侵入防止柵の設置や農作物残渣の適正処理等の被害管理、農地周辺

のヤブ刈り払い等による緩衝地帯の設置等の生息地管理の施策を総合的に実施す

る。対象鳥獣については、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特

別措置に関する法律第９条に基づき設置された鳥獣被害対策実施隊員が捕獲活

動に従事する。有害捕獲については、ICT 技術を活用し、捕獲活動の効率化を進

める。 

ニホンザル 地域住民と実施隊と市が協力し、花火や銃器により積極的に追
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い払いを実施することに加え、収穫残渣、放任果樹の処理を徹底

するよう指導することにより被害範囲を縮小する。加害群につい

ては積極的に捕獲を行い、群れを縮小させる。発信器未装着の群

れに対し、発信器の装着のためにサル檻による捕獲を行う。 

イノシシ 農作物被害を減少させるため、被害の大きい農地と山林との境

界に侵入防止のための固定柵を設置する。身を隠す場所を少なく

し、出没回数を減らすため、里山元気再生事業等により緩衝帯整

備する。農地及び農地周辺の山林において、積極的な捕獲を行う。

ハクビシン 

アライグマ 

タヌキ 

アナグマ 

電気柵の設置等被害防止を図りつつ、捕獲檻の追加導入を進め、

積極的に捕獲を行う。 

ニホンジカ 生息域の拡大と出没が増加傾向にあるため、防護柵や忌避剤によ

る防除と捕獲活動を併せて行っていく。 

原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限が一部解除となった

ため、処理加工施設に搬入し、ジビエとしての利活用を図っていく。

カラス等  捕獲檻により捕獲活動を行っていく。 

カワウ 餌場では効果的な追い払いを行い、ねぐら等では、現地の状況

を良く確認し、実情に応じた適切な手法により、規模の抑制と安

定的な管理に努める。 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標

を達成するために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。

（ICT（情報通信技術）機器や GIS（地理情報システム）の活用等、対策

の推進に資する技術の活用方針を含む。）。 
 
３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 
（１）対象鳥獣の捕獲体制 

鳥獣被害防止特措法第9条1項により任命した鳥獣被害対策実施隊により、

以下のとおり捕獲を進める。 

１ ニホンザル・イノシシ・ニホンジカ・ハクビシン・アライグマ・タヌ

キ・アナグマ・カラス等 

対象鳥獣捕獲員が属する隊のそれぞれの担当地域において、捕獲業

務等を担うものとする。 

 

２ イノシシ・ハクビシン・アライグマ・タヌキ 

被害農業者が、地域を担当する対象鳥獣捕獲員の指導と協力を得な

がら、自らの被害農地で捕獲檻等を用いた捕獲を行うことができるも

のとする。 

 ３ イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマを捕獲する際、近接すると逃げ
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られてしまう場合において周囲の状況に十分な注意を払い、ライフ

ル銃（特定ライフル銃含む）を用いて遠距離射撃を行う。また、散弾

銃等では致命傷とならず、手負いで逃走される恐れもある為、ライフ

ル銃（特定ライフル銃含む）にて確実に捕獲を行う。 
（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者

等の外部団体への委託、わなの見回り補助等による捕獲者のサポート

等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者の

それぞれの取組内容や役割について記入する。 
   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資

料があれば添付する。 
   ３ 捕獲等を推進する上で、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に

従事している者にライフル銃を所持させる必要がある場合には、その

ことについて記入する。その際、特定ライフル銃と特定ライフル銃以

外のライフル銃を区別する必要がある場合は、そのことが分かるよう

に記入する。 
 
（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 
令和５ 
 
 
 

ニホンザル サル用捕獲檻３基を導入し、捕獲にあたる。 

イノシシ 
ニホンジカ 

イノシシ用捕獲檻１３基、ワイヤートラップ２３

５丁を導入し、捕獲にあたる。被害農家によるわな

免許取得の促進。ICT を用いた捕獲通知機器を活用

し、捕獲活動の効率化を図る。 

ハクビシン 
アライグマ 

タヌキ 
アナグマ 

捕獲檻５２基を導入し、捕獲にあたる。被害農家に

よるわな免許取得の促進。 

令和６ 
 
 

イノシシ 
ニホンジカ 

イノシシ用捕獲檻２基、ワイヤートラップ２２７

丁を導入し、捕獲にあたる。被害農家によるわな免

許取得の促進。ICT を用いた捕獲通知機器を活用

し、捕獲活動の効率化を図る。 

ハクビシン 
アライグマ 

タヌキ 
アナグマ 

捕獲檻２０基を導入し、捕獲にあたる。被害農家に

よるわな免許取得の促進。 

令和７ ニホンザル サル用捕獲檻３基を導入し、捕獲にあたる。 
 
 イノシシ 

ニホンジカ 

イノシシ用捕獲檻６基、ワイヤートラップ２３５

丁を導入し、捕獲にあたる。被害農家によるわな免

許取得の促進。ICT を用いた捕獲通知機器を活用

し、捕獲活動の効率化を図る。 
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ハクビシン 
アライグマ 

タヌキ 
アナグマ 

捕獲檻４６基を導入し、捕獲にあたる。被害農家に

よるわな免許取得の促進。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入

する。 
 
（３）対象鳥獣の捕獲計画 
 捕獲計画数等の設定の考え方 
ニホンザル 
 
 

令和4年度の調査で新たに水沼群が確認され、生息範囲及び

被害の拡大が懸念される。過去の捕獲実績と今後の被害を踏

まえて年間45 頭の捕獲を計画する。 

イノシシ 
 
 
 

令和元年度までの年間捕獲頭数は 500～800 頭を推移してい

たが、継続的な捕獲活動によって個体数が減少し、令和2年

度、令和 3年度の捕獲頭数は200 頭を下回った。令和 4年度

から捕獲頭数が増加傾向にあること、過去の捕獲実績を踏ま

えて年間1000 頭の捕獲を計画する。 

ハクビシン 
 
 

令和元年度から令和 3年度までの捕獲頭数の平均は262 頭。

令和4年度の捕獲頭数はそれを超える見込みである。過去の

捕獲実績と今後の被害を踏まえて年間310頭の捕獲を計画す

る。 

アライグマ 
 
 

令和元年度から令和 3年度までの捕獲頭数の平均は213 頭。

令和4年度の捕獲頭数はそれを超える見込みである。過去の

捕獲実績と今後の被害を踏まえて年間620頭の捕獲を計画す

る。 

タヌキ 
 
 

令和元年度から令和 3年度までの捕獲頭数の平均は133 頭。

令和4年度の捕獲頭数はそれを超える見込みである。過去の

捕獲実績と今後の被害を踏まえて年間200頭の捕獲を計画す

る。 

アナグマ 令和元年度から令和 3年度の捕獲頭数の平均は51 頭。令和4

過去の捕獲実績と今後の被害を踏まえて年間 70 頭の捕獲を

計画する。 

ニホンジカ 令和元年度から令和 3年度までの捕獲頭数の平均は242 頭。

令和4年度の捕獲頭数はそれを超える見込みである。過去の

捕獲実績と今後の被害を踏まえて年間420頭の捕獲を計画す

る。 

ツキノワグマ 
 

ツキノワグマについては、人身被害防止を目的としたやむを

得ない場合のみ、安全かつ効果的な方法により捕獲を行う。

カラス等 専用箱わなの設置により捕獲を進める。 
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カワウ 状況により捕獲を検討する。 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設

定の考え方について記入する。 
 

対象鳥獣 
 

捕獲計画数等 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ニホンザル ４５頭 ４５頭 ４５頭 
イノシシ １０００頭 １０００頭 １０００頭 
ハクビシン ３１０頭 ３１０頭 ３１０頭 
アライグマ ３８０頭 ６２０頭 ６２０頭 
タヌキ ２００頭 ２００頭 ２００頭 
アナグマ  ７０頭  ７０頭  ７０頭 
ニホンジカ ３２０頭 ４２０頭 ４２０頭 
カラス等 ２５００羽 ２５００羽 ２５００羽 
カワウ 状況により検討 状況により検討 状況により検討 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 
 
 捕獲等の取組内容 
ニホンザル 生息調査の状況を踏まえ、年間を通じて捕獲檻による捕獲

を行う。必要に応じて銃器での捕獲を行う。 

イノシシ 市内全域において、わなと銃器による捕獲を行う。鳥獣保

護区や特定猟具使用禁止区域（銃）においても必要に応じて

捕獲を行う。 

ハクビシン 
アライグマ 
タヌキ 
アナグマ 

 市内全域で年間を通じて小型捕獲檻による捕獲を行う。鳥

獣保護区や特定猟具使用禁止区域（銃）のおいても必要に応

じて捕獲を行う。 

ニホンジカ 市内全域において、わなと銃器による捕獲を行う。鳥獣保

護区や特定猟具使用禁止区域（銃）においても必要に応じて

捕獲を行う。 

カラス 榛名・吉井地域で固定型捕獲檻による捕獲を行う。必要に

応じて銃器により捕獲活動を行う。 

カワウ  ねぐら等では、生息数や拡散等に留意しながら、実情に応

じた適切な捕獲等を行う。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について

記入する。 
   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付す 

る。 
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ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマを捕獲する際、近接すると逃

げられてしまう場合において、周囲の状況に十分な注意を払い、ラ

イフル銃（特定ライフル銃含む）を用いて遠距離射撃を行う。また、

散弾銃等では致命傷とならず、手負いで逃走される恐れもある為、

ライフル銃（特定ライフル銃含む）にて確実に捕獲を行う。山間部で

はツキノワグマ等を捕獲する際に使用する為、人身被害の危険性が

考えられる場合においては、時期を問わず使用する。 

（注）１ 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフ

ル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該被害防

止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者による捕獲手段、

対象獣種、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 
２ 特定ライフル銃と特定ライフル銃以外のライフル銃を区別する必要 

    がある場合は、そのことが分かるように記入する。 
 
（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 
高崎市全域 

 
地方自治法第 252 条の 17 の２第１項及び群

馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例第２条第１項に基づき、県から捕

獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣につい

ては、委譲済み。 
（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委

譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類

を記入する（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別

措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号。以下「法」という。）第

４条第３項）。 
   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する

場合は、該当する全ての市町村名を記入する。 
 
４．防護柵の設置等に関する事項 
（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
 

整備内容 
令和５年度  令和６年度  令和７年度 

ニホンザル 
イノシシ 
ニホンジカ 
ハクビシン 
アライグマ 

電気柵・金網柵 
１０，０００ｍ 
 
 
 

電気柵・金網柵 
１０，０００ｍ 
 
 
 

電気柵・金網柵 
１０，０００ｍ 
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タヌキ 
アナグマ 

   

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 
   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添

付する。 
 
（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
 

取組内容 
  令和５年度  令和６年度 令和７年度 

ニホンザル 
イノシシ 
ハクビシン 
アライグマ 
タヌキ 
アナグマ 
ニホンジカ 
カラス等 
カワウ 

・防除資機材の購

入補助を促進す

る。 

・ニホンザルに対

し追い払い資材

（ロケット花火

等）の整備を行

う。 

・防除資機材の購

入補助を促進す

る。 

・ニホンザルに対

し追い払い資材

（ロケット花火

等）の整備を行

う。 

・防除資機材の購

入補助を促進す

る。 

・ニホンザルに対

し追い払い資材

（ロケット花火

等）の整備を行

う。 

（注） 侵入防止柵の管理、追上げ・追払い活動等に関する取組等について記 
   入する。 
 
５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 
令和５年

度 
 

ニホンザル 
イノシシ 
ハクビシン 
アライグマ 
タヌキ 
アナグマ 
ニホンジカ 
カラス等 
カワウ 

 

・収穫残渣や放置生ゴミの適正処理、放任果樹

の除去をおこなう。 

・草刈や竹林整備による緩衝帯の設置。 

・防鳥ネットの設置を推進する。 
 

令和６年

度 
 

ニホンザル 
イノシシ 
ハクビシン 
アライグマ 
タヌキ 
アナグマ 
ニホンジカ 

・収穫残渣や放置生ゴミの適正処理、放任果樹

の除去をおこなう。 

・草刈や竹林整備による緩衝帯の設置。 

・防鳥ネットの設置を推進する。 
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カラス等 
カワウ 

 
令和７年

度 
 

ニホンザル 
イノシシ 
ハクビシン 
アライグマ 
タヌキ 
アナグマ 
ニホンジカ 
カラス等 
カワウ 

 

・収穫残渣や放置生ゴミの適正処理、放任果樹

の除去をおこなう。 

・草刈や竹林整備による緩衝帯の設置。 

・防鳥ネットの設置を推進する。 
 

（注） 緩衝帯の設置、里地里山の整備、放任果樹の除去、被害防止に関する

知識の普及等について記入する。 
 
６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 
（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 
高崎市農林課 情報収集・各関係機関への連絡・捕獲許可 
高崎市鳥獣被害対策実施隊 対象鳥獣の捕獲・処分 
高崎警察署生活安全課 

高崎北警察署生活安全課 
住民の安全確保・警察官職務執行法の執行 

群馬県西部環境森林事務所 技術供与と指導助言・情報の共有 
群馬県鳥獣被害対策支援セ

ンター 

技術供与と指導助言・情報の共有 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、

猟友会等の名称を記入する。 
   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべ

き役割を記入する。 
   ３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は

生じるおそれがある場合の対処に関して、規程等を作成している場合

は添付する。 
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（２）緊急時の連絡体制 
 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。 
 
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲したニホンザル、イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、アナグ

マ、カラス等、カワウについては、高浜クリーンセンター及び吉井クリーンセ

ンターにおいて焼却処分を行う。もしくは、捕獲等をした現場での埋設を行

う。ニホンジカについては、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限

が一部解除となったため、処理加工施設に搬入し、ジビエとしての利活用

を図っていく。サル檻で捕獲したニホンザルについては、生息調査対象個体

には発信機を装着して放獣し、生息調査に利用する。そのほか、ツキノワグ

マ、ハクビシン、アライグマ、タヌキについては、群馬県立自然史博物館、

日本獣医生命科学大学に捕獲個体を提供し調査する。 

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をし

た鳥獣の処理方法について記入する。 
 
８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 
（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 県内で捕獲したニホンジカについては、原子力災害

対策特別措置法に基づく出荷制限が一部解除となっ

たため、(株)箕輪フーズの処理加工施設に搬入し、ジ

ビエの利活用の推進を図る。 

住民等 

高崎市 
農林課 

鳥獣被害対策

実施隊 
高崎警察署 

高崎北警察署

群馬県 
群馬県西部環境森林事務所 

群馬県鳥獣被害対策支援センター 
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ペットフード 予定なし。 
皮革 予定なし。 
その他 
（油脂、骨製品、角 
製品、動物園等で 
のと体給餌、学術 
研究等） 

予定なし。 

（注） 利用方法ごとに、現状及び目標を記入する。 
 
（２）処理加工施設の取組 

・以下のとおり処理加工施設にニホンジカを搬入し、ジビエの利活用を推進

する。 
○処理加工施設：(株)箕輪フーズ 
○年間処理計画頭数：３００頭 

（注） 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品

等としての安全性の確保に関する取組等について記入する。 
 
（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 
県等が開催する研修会等を活用し、ニホンジカを食肉利用等するために必

要な捕獲等の技能を有する人材の育成を図る。 

（注） 処理加工に携わる者の資質の向上や、捕獲から搬入までの衛生管理の

知識を有する者の育成の取組等について記入する。 
 
９．被害防止施策の実施体制に関する事項 
（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 高崎市鳥獣被害対策協議会 
構成機関の名称 役割 

高崎市 被害対策の総括。 
高崎猟友会 有害鳥獣の捕獲。情報の提供と共有。 

倉渕猟友会  
群馬中央猟友会  

榛名猟友会 

吉井猟友会 

群馬県西部農業事務所 技術供与と指導助言。資料収集。情報の共

有。 群馬県西部環境森林事務所 

高崎市農業協同組合 

はぐくみ農業協同組合 

多野藤岡農業協同組合 

協議会と被害農家の連携に務める。各種情

報提供と情報の共有。 

高崎警察署 指導助言。情報の提供と共有。 
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高崎北警察署 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記

入するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等

の名称を記入する。 
   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 
 
（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 
群馬県鳥獣被害対策支援セ

ンター 
技術供与と指導助言。資料収集。情報の共有。 

群馬県立自然史博物館 捕獲個体の調査（イノシシ・ツキノワグマ・ハ

クビシン・アライグマ） 

日本獣医生命科学大学 捕獲個体の調査（ハクビシン、アライグマ、タ

ヌキ、アナグマ） 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入

する。 
   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 
   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等が

あれば添付する。 
 
（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律第９条に基づき、次の構成による連合体として高崎市鳥獣被害対策実施

隊を編成し、定数は１５０名以内とする。対象鳥獣の捕獲活動を中心に、他

に高崎市鳥獣被害対策実施隊設置要綱第５条に定める職務を行う。 

（１） 高崎・新町地区実施隊 

（２） 倉渕地区実施隊 

（３） 箕郷・群馬地区実施隊 

（４） 榛名地区実施隊 

（５） 吉井地区実施隊 
（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認

める場合は、その設置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状

況、設置予定時期等について記入する。 
   ２ 鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、鳥獣被害対策実施隊が

行う被害防止施策、その規模、構成、農林漁業者や農林漁業団体職員、

地域住民等の多様な人材の活用策等を記入するとともに、実施体制が

わかる体制図等があれば添付する。 
 
（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 
県が開催する研修会等へ積極的に参加し、研鑽を重ねると共に被害防止施策
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の実施体制を整備する。 
（注） 将来的な被害防止対策の実施体制の維持・強化の方針その他被害防止

施策の実施体制に関する事項（地域の被害対策を企画・立案する者の育

成・確保や現場で対策を実施する者の知識・技術の向上等の被害対策に

関する人材育成の取組を含む。）について記入する。 
 
10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 
鳥獣被害対策について関係機関、近隣市町村と連携し、有事の際に適切な

対応がとれるよう備える。 
（注） 近隣市町村と連携した広域的な被害防止対策その他被害防止施策の 

実施に関し必要な事項について記入する。 


